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原告は、次のとおり調査嘱託の申立をする。 

 

１ 証明すべき事実 

 国籍喪失届に添付すべき書面（戸籍法１０３条）には外国国籍を「取得し

た年月日」を証する書面は挙げられていないが、世田谷区長名義の令和６年

６月４日付「調査嘱託書について（回答）」２頁第１段落によると、世田谷

区北沢総合支所区民課戸籍係は、「原告がカナダ市民権カードを提出した場

合、市民権カードにカナダの市民権の取得年月日が記載されていれば国籍喪

失届を受理できる」が、「市民権カードにカナダの市民権の取得年月日が記

載されていない場合には」申述書等が別途必要であると判断している。 

 世田谷区北沢総合支所区民課戸籍係がこの判断をした理由及び経緯、並び

に同判断に関する国の関与の存在又は不存在を証明することによって、 

（ⅰ）国籍喪失届受理の要件として外国国籍を取得した年月日が記載されて

いる書面の添付を求める運用が、国の主導または関与によって、あるい

は国の示した見解の影響を受けて始まったこと。 

（ⅱ）国が、国籍喪失届受理の要件として外国国籍を取得した年月日が記載さ

れている書面の添付を求める上記（ⅰ）の運用について、防止する措置

をとっていなかったこと。 

を証明する。 

 

２ 嘱託先 

（送付先）〒１５４ー８５０４ 

東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区 

区長 保坂展人 

 

３ 調査事項 

 別紙記載のとおり。 
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別紙 

調査事項 

 

 世田谷区北沢総合支所区民課戸籍係が、「原告がカナダ市民権カードを提出し

た場合、市民権カードにカナダの市民権の取得年月日が記載されていれば国籍

喪失届を受理できる」が、「市民権カードにカナダの市民権の取得年月日が記載

されていない場合には」申述書等が別途必要であるとした判断（以下「本件判断」

という。）について、下記の事項。 

（１） 本件判断をした理由及び経緯。 

（２） 本件判断をするにあたって依拠した文献や文書（法令、国からの訓令・

通達・回答、世田谷区北沢総合支所区民課戸籍係が前任者から受けた申し

送り等を含む。）の存在又は不存在。 

（３） 本件判断をするにあたって依拠した見解や文献が存在する場合は、そ

の名称、内容及び作成者、並びに、世田谷区北沢総合支所区民課戸籍係が

前任者からの申し送り等に依拠したのであれば、その申し送り等が始ま

った経緯及び時期。 

以上 

 




